
飲酒行動に関する指導（適正飲酒指導）を受けることができる保健所等一覧

○福岡県保健（福祉）環境事務所（健康増進課精神保健係）
（※前日までに予約の電話をしてください） 令和７年４月１日～

　機関名（実施会場） 住　　所 適正飲酒指導日 電話番号

筑紫保健福祉環境事務所
　　（筑紫総合庁舎１階　相談室）

大野城市白木原３－５－２５
毎月　第３木曜日
10:00～12:00

092-513-5585

粕屋保健福祉事務所
　　（別館２階栄養指導室）

糟屋郡粕屋町戸原東１－７－２６
毎月　第４木曜日
13:30～15:00

092-939-1185

糸島保健福祉事務所
　　（糸島総合庁舎2階　相談室）

糸島市浦志２－３－１
毎月　第２木曜日
13:30～15:00

092-322-3326

宗像・遠賀保健福祉環境事務所
　　（宗像総合庁舎１階　相談室）

宗像市東郷１－２－１
毎月　第２水曜日
9:00～11:30

0940-36-2473

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所
　　（飯塚総合庁舎　２階　精神保健係）

飯塚市新立岩８－１
毎月　第２水曜日
9:30～12:00

0948-21-4875

田川保健福祉事務所
　　（田川総合庁舎２階　第４会議室）

田川市伊田３２９２－２
毎月　第３火曜日
14:00～15:30

0947-42-9307

北筑後保健福祉環境事務所
　　(朝倉総合庁舎２階　相談室）

朝倉市甘木２０１４－１
毎月　第３水曜日
9:00～11:00

0946-22-3965

南筑後保健福祉環境事務所
　　（福岡県柳川総合庁舎２階）

柳川市三橋町今古賀８－１
毎月　第３火曜日
13:30～16:00

0944-72-2176

京築保健福祉環境事務所
　　（行橋総合庁舎）

行橋市中央１－２－１
毎月　第４水曜日
10:00～12:00

0930-23-2966

　機関名（実施会場） 場　　　　　　所 適正飲酒指導日 電話番号

福岡県健康増進課（県庁内会議室） 博多区東公園７－７
毎月　火曜日　13:30～16:00
　　　　木曜日　14:30～16:00
　　　　　　　（不定期）

092-643-3265

○北九州市各区役所（保健福祉課　健康相談コーナー）・精神保健福祉センター

機関名（実施会場） 住　　所 適正飲酒指導日 電話番号

門司区役所
　（保健福祉課　健康相談コーナー）

門司区清滝１－１－１
毎月　第４月曜日
13:30～15:30
（祝日の場合は翌開庁日）

093-331-1888

小倉北区役所
　（保健福祉課　健康相談コーナー）

小倉北区大手町１－１
毎月　第２金曜日
①13:30～14:00
②14:30～15:00

093-582-3440

小倉南区役所
　（保健福祉課　健康相談コーナー）

小倉南区若園５－１－２
毎月　第２火曜日
①13:30～14:00
②14:30～15:00

093-951-4125

若松区役所
　（保健福祉課　健康相談コーナー）

若松区浜町１－１－１
毎月　第４火曜日
13:30～15:30

093-761-5327

八幡東区役所
　（保健福祉課　健康相談コーナー）

八幡東区中央町１－１－１
毎月　第４水曜日
13:30～15:30

093-671-6881

八幡西区役所
　（保健福祉課　健康相談コーナー）

八幡西区黒崎３ー１５－３
コムシティ４階　６９番窓口

毎月　第１火曜日
（令和７年５月は第２火曜日）
13:30～15:30

093-642-1444

戸畑区役所
　（保健福祉課　健康相談コーナー）

戸畑区千防１－１－１
毎月　第３木曜日
13:20～15:00

093-871-2331

北九州市立精神保健福祉センター
　（総合保健福祉センター　５階）

小倉北区馬借１－７－１
毎月　第４木曜日
9:30～11:30

093-522-8729

○福岡県庁（本庁舎）
（※どなたでも予約することができます。毎月火・木曜日にそれぞれ３回ずつ実施しますので、県庁での指
導を希望する場合、電話にて実施日をお知らせします。）

（※北九州市在住の方に限ります。お住いの区役所に予約ください。なお、指導日が祭日、または都合が悪い時は、翌月の指
導日や精神保健福祉センターを御案内します。※３日前までに要予約。）



（※福岡市在住の方に限ります。市保健所に前日までに電話で予約してください（開庁日のみ）。）

　機関名（実施会場） 場　　　　　　所 適正飲酒指導日 電話番号

東区保健福祉センター(健康課） 東区箱崎２－５４－２７
毎月　第４火曜日
15:00～16:30

博多区保健福祉センター(健康課） 博多区博多駅前２－８－１

＜４～９月＞
第３火曜日　16:00～17:30
＜１０～３月＞
第４木曜日　16:00～17:30

中央区保健福祉センター（健康課）
中央区舞鶴２－５－１
あいれふ６階

毎月　第１木曜日
13:00～14:00、16:30～17:00

南区保健福祉センター（健康課） 南区塩原３－２５－３
毎月　第２木曜日
15:30～17:00

城南区保健福祉センター（健康課） 城南区鳥飼５－２－２５
毎月　第３木曜日
13:00～14:00、16:00～16:30

早良区保健福祉センター（健康課） 早良区百道１－１８－１８
毎月　第３月曜日
11:30～12:00、16:00～17:00

西区保健福祉センター（健康課） 西区内浜１－４－７
毎月　第３水曜日
13:00～14:00、16:30～17:00

　機関名（実施会場） 場　　　　　　所 適正飲酒指導日 電話番号

久留米市保健所（保健予防課）
久留米市城南町１５－５
久留米商工会館４階

毎月　第２水曜日
13:30～16:40

0942-30-9728

○福岡市各区保健福祉センター（健康課精神保健福祉係）

○久留米市保健所（※久留米市在住の方に限ります）

092-711-4377
（福岡市統一）

担当：
福岡市保健所

精神保健・難病対策
課

精神保健福祉係


